
１.継続事業の前提に関する注記

２.重要な会計方針
　(１)固定資産の減価償却の方法
　　・建物並びに器具及び備品－定額法
　(２)引当金の計上基準
　　・賞与引当金－賞与支給の計算期間のうち当期に含まれる期間に対応する金額を計上している。

３.重要な会計方針の変更
　該当なし

４.法人で採用する退職給付制度
　当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
　　　独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

５.法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
　法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
　(１)法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
　(２)事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
　当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
　(３)拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
　当法人では、拠点が１つであるため作成していない。
　(４)拠点区分の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
　(５)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))
　(６)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
　(７)各拠点区分におけるサービス区分の内容
　ア　あゆみ保育園（社会福祉事業）
　　　「あゆみ保育園」
　　　「本部」

６.基本財産の増減の内容及び金額
　基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

７.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
　該当なし

８.担保に供している資産
　該当なし

９.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

１０.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
　該当なし

１１.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
　該当なし

１２.関連当事者との取引の内容
　該当なし

１３.重要な偶発債務
　該当なし

１４.重要な後発事象
　該当なし

１５.合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
　該当なし

１６.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び
　純資産の状態を明らかにするために必要な事項
　該当なし

長期前払費用         528,000         114,400         413,600

器具及び備品       4,752,689       2,868,072       1,884,617
権利         583,000           6,510         576,490

      1,924,449       8,701,349
車輌運搬具         306,000         305,998               2

合計     255,561,966      19,277,895     236,284,071

建物     231,880,939       7,448,350     224,432,589
構築物      10,625,798

取得価額 減価償却累計額 当期末残高
基本財産・建物       6,885,540       6,610,116         275,424

基本財産・建物         413,134               0         137,710         275,424
合計         413,134               0         137,710         275,424

計算書類に対する注記（法人全体用）
別紙１

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高


